
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひるかわ 

広 報 
No.183   

蛭川総合事務所発行 

  令和２年１１月１日 11 月号 
©勝川克志／オフィス安井 

令和 2 年度の第 111 回敬老会の式典は中止となりました

が、対象となる敬老者の皆さまには蛭川振興会から記念品

と敬老者名簿をお配りしました。対象となる敬老者は昭和

13 年 4 月 1 日以前に生まれた方で 305 人（男性 84 人、女

性 221人）、今年度に 100歳を迎えられる方は 2人、88歳

を迎えられる方は 22人です。 

100 歳を迎えられた和田地区の小川さんと、一之瀬地区

の田口さんには、国からの祝い品と祝状をお届けしました。 

 皆さま、これからもお元気でお過ごしください。 

 

9月 29日（火）に、蛭川小学校 5年生 37人が 6月上旬に田植えをした田（5.6a）で稲刈りをしまし

た。老壮会や農事組合法人あびろみ、ＪＡおよび有志の皆さんがお手伝いに来てくださり、鎌を使って

の刈り取りから、はざ掛けまで行いました。天気が良く、田んぼもよく乾いていたので、慣れない作業

でしたが 1時間 30分ほどではざ掛けまで終える事が出来ました。 

この田で作られた「きねふりもち」30kgは対馬市上対馬町に送られます。 

9月 21日（月）から 30日（水）まで、「秋の全国

交通安全運動」が行われ、30 日には交通安全啓発活

動をしました。紅梅屋の前の県道で交通安全協会蛭川

支部役員、区長、自治会長等が啓発運動を行い、通勤

や送迎で行き来する車に交通安全を呼びかけました。 

また、20 日には蛭川郵便局職員の皆さんにボラン

ティアとして約 20ヶ所のカーブミラーを清掃してい

ただきました。日頃の業務中に気になっていた箇所の

汚れを綺麗に落としてもらい、どのミラーも見やすく

なりました。ありがとうございました。 

 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開講が遅れていた令和 2 年度公民館講座が 10 月から始ま

りました。今年度は、なんでも塾の 5 講座を含めた全 16 講座が開講され、延べ 171 人の受講生が知識

や技術を学びます。 

9 月 30 日 紅梅屋の前で交通安全を呼びかけました 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月の主な行事予定 
※ひるかわ MAIKA祭は中止になりました 

日にち 行    事 

７日(土) 小・中 PTA 資源回収 

９日(月) 資源・硬質ごみ収集日 

１１日(水) 燃えないごみ収集日 

２０日(金) 大型ごみ収集日※事前申込みが必要です 

※予定が変更になることもあります。 

 

蛭川の人口・世帯  〔９月末現在〕 

◆人  口  ３，２１８人  （－７人）  

  〔男１，５４５人・女１，６７３人〕  

◆世帯数  １，１０４世帯（＋１）  

 
 
  

11 月 は「全 国青少年健全育成強調月間 」です  

「なくそう非行 地域で育む青少年」 「青少年 地域で守ろう 育てよう」 

１１月の図書館休館日 

日曜日 … 1日、8日、15日、 

22日、29日 

  祝 日 … 3日、23日 

 

読書の秋！図書館について知るこ

とが出来る本や図書館が出てく

本、絵本をたくさん展示 

します。ぜひ、借りに来 

てくださいね！ 

 

☆スタンプカード大会☆ 

１１月２日（月）～１１月３０日（月） 

本を借りるとスタンプがもらえます！ 

たくさんスタンプを集めて景品と交換し

よう！景品交換は１２月１日（火）からで

す。みんな参加してね！ 

１５日 いじわるや なかまはずれは ないですか 
あなたの まわりに 悲しんでいる人は いませんか？ こまったときは だれにそうだん しているかな？ 

毎月第 3 日曜日は「家庭の日」中津川市青少年健全育成推進市民会議 

秋の図書館まつり開催！ 

 

《１１月の展示》 

 

森林の木の伐採には届出が必要です 
地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐

採するときは、伐採を行う３０日前までに「伐採及び
伐採後の造林の届出書」を提出し、伐採後の造林が完
了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の
状況報告書」の提出が森林法で義務付けられていま
す。違反した場合には、罰則（罰金など）を受けるこ
とになりますのでご注意ください。 

秋季全国火災予防運動 11月 9日～１５日 

『その を 防ぐあなたに メダル』 

火災が発生しやすい季節が訪れます。火の取り扱
いには十分注意しましょう。 

「住宅用火災警報器」を点検しましょう 
ご家庭に設置している住宅用火災警報器の点検は

したことがありますか？ 
警報器の寿命はおおむね 10 年です。汚れて感知

不良になっていたり、電池が切れているかもしれま
せん。正常に動作するか点検してみましょう。 

令和２年７月豪雨災害義援金 

区長会連合会では令和 2 年 7 月豪

雨に被災された方々の一日でも早い復

興を願い、災害義援金の募集を行いま

した。蛭川地区の皆さまからは義援金

２２５，５００円のご支援をいただき

ました。義援金は日本赤十字社のほか、

この災害で大きな被害を出した下呂

市、高山市に送らせていただきました。 

ご協力ありがとうございました。 

中津川市国民健康保険にご加入のみなさまへ 

特定健診はお済みですか？ 
※今年度の特定健診実施期間は令和３年２月２７日まで 

まだお済みでない方は早目の受診をお勧めします。 

お近くの医療機関または市の集団健診で受診してください。 

持ち物：国民健康保険証 受診票 体調ﾁｪｯｸ表 自己負担金 500 円 

＊詳細はお手元の「特定健診のご案内」をご確認ください。 

年に 1度は健診を受けてご自身の身体の状態を確認しましょう。 

お問合せ 福岡総合事務所  0573-72-2111 保健師 

◆１０月号でお知らせした「１０年後の自分への手紙」が届い

ていないという方は、済美図書館までお問い合わせください。 


